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市役所 代表電話
TEL.042-585-1111

第1092号  平成16年（2004年）8月1日

万願寺メイン会場では、中学生以下無料のミニＳＬを運行中

●過去に未納がある場合の給付制限 （表２）
内　　容い　　つ種　　類

サービス費用の内１割分を事業者に支払えばすむとこ
ろ、いったん費用の金額を支払い、後で９割が給付される
（償還払い）方法になり、手続き上の負担となります。

要介護認定時
１年以上の滞納保険料
がある場合

介護保険サー
ビス料の償還
払い

いったん全額支払ったサービス費用の内９割
分が戻ってくるところ、その金額または一部
が差し止められ、強制的に滞納保険料分を差
し引かれます。

上記の償還払い時点で
１年６カ月以上の滞納
保険料がある場合

保険給付の一
時差止め

時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サー
ビス費用の内３割負担となります。（通常、利
用者負担は１割です）時効となった介護保険料
は納めていただくことはできません。

要介護認定時
過去１０年間に時効消滅
した保険料がある場合

給付額減額
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夏
に
学
校
の
プ
ー
ル
の
そ
ば
を

通
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
元
気
な

声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
プ
ー
ル

と
は
本
来
「
水
た
ま
り
」
と
い
う

意
味
で
す
が
、
日
常
管
理
、
水
質

検
査
を
怠
る
と
本
当
に
水
た
ま
り

に
な
っ
て
し
ま
い
、
健
康
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま

い
ま
す
。
市
内
の
小
・
中

学
校
、
市
民
プ
ー
ル
で
は

学
校
薬
剤
師
が
自
ら
定
期

検
査
を
行
い
、
水
質
や
日

常
の
管
理
に
つ
い
て
指
導

・
助
言
を
し
て
い
ま
す
。

中
で
も
残
留
塩
素
濃
度
の

維
持
は
最
も
大
切
で
、
一

見
、
き
れ
い
に
見
え
る
水

で
も
こ
の
残
留
塩
素
濃
度
が
足
り

な
い
た
め
、
細
菌
が
た
く
さ
ん
い

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
季
節
に
流
行
す
る

「
プ
ー
ル
熱
」な
ど
も
残
留
塩
素
濃

度
不
足
が
原
因
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。し
か
し
、こ
の
よ
う
に
管

理
を
徹
底
さ
れ
た
プ
ー
ル
で
も
、

利
用
す
る
方
々
が
外
か
ら
汚
れ
を

持
ち
込
ん
で
し
ま
っ
て
は
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、

プ
ー
ル
の
前
後
の
シ
ャ
ワ
ー
が
と

て
も
大
切
で
す
。

　

入
る
前
の
シ
ャ
ワ
ー
は

体
に
付
い
て
い
る
汚
れ
等

を
し
っ
か
り
落
と
す
た

め
、
出
る
時
の
シ
ャ
ワ
ー

は
、
体
に
つ
い
た
塩
素
や

バ
イ
キ
ン
を
落
と
す
た
め

に
し
っ
か
り
浴
び
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
プ
ー
ル
の

後
の
洗
眼
、
う
が
い
も
忘

れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

「
前
の
シ
ャ
ワ
ー
は
他
人
の
た

め
、
後
の
シ
ャ
ワ
ー
は
自
分
の
た

め
に
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て

皆
さ
ん
で
協
力
し
て
プ
ー
ル
を
楽

し
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
健
康
課
�　

・
４
１
１
１
）

５８１

三
師
会
か
ら
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自
身
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
に
給
付
制
限
（
表

２
参
照
）
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
支
払
い
で
き
る
期
間
は
２
年
間

（
２
年
時
効
）
で
す
。
２
年
を
過
ぎ

た
未
納
保
険
料
は
サ
ー
ビ
ス
受
給
の

と
き
に
な
っ
て
か
ら
で
は
納
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
自
己
負
担
は
３
割
に

増
え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
以
前
の
保
険
料
に
未

１５

納
が
あ
る
方
に
は
、
平
成　

年
６
月

１６

に
通
知
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
一
度

に
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
が
困
難

な
方
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
納
付
書
が
な
い
場
合

は
、
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
お
送
り

し
ま
す
。
制
度
を
円
滑
に
運
営
す
る

た
め
に
も
、
保
険
料
の
お
支
払
い
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

以
上
、﹇
問
合
せ
先
﹈
高
齢
福
祉
課

介
護
保
険
係

■
○老
 

受
給
者
証
（
老
人
保
健
法
医
療

受
給
者
証
）
を
お
持
ち
の
方
へ

　

老
人
保
健
法
で
は
、
医
療
機
関
で

受
診
の
際
、
所
得
に
応
じ
て
医
療
費

の
１
割
ま
た
は
２
割
の
負
担
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
毎
年
所
得
の
見
直

し
、
負
担
の
割
合
が
変
わ
る
方
に

 
■
日
野
都
市
計
画
事
業
万
願
寺
土
地

区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
を
公
告

　

８
月
６
日
�
に
、
東
京
都
に
お
い

て
、
日
野
都
市
計
画
事
業
万
願
寺
土

地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
公

告
を
行
い
ま
す
。

　

公
告
が
あ
る
と
、
区
画
整
理
事
業

が
終
了
と
な
り
、そ
の
翌
日
か
ら
、事

業
区
域
内
の
町
名
、
地
番
が
変
更
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
法
務
局
で
は
当
分

の
間（
３
カ
月
〜
４
カ
月
程
度
）登
記

簿
の
書
き
換
え
作
業
の
た
め
、
区
域

内
の
土
地
お
よ
び
建
物
の
所
有
権
移

転
登
記
等
す
べ
て
の
登
記
が
停
止
さ

れ
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
区
画
整
理
…
区
画
整

理
課
、
地
番
変
更
…
都
市
計
画
課

　

こ
の
制
度
は
、
乳
幼
児
を
対
象
と

し
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
（
入

院
時
の
食
事
標
準
負
担
額
等
を
除

く
）
が
無
料
と
な
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
独
自
の
子
育
て
支
援
策
の

一
環
と
し
て
、　

月
か
ら
、
３
歳（
４

１０

歳
に
達
し
た
月
ま
で
）
の
お
子
さ
ん

ま
で
、
所
得
に
関
わ
ら
ず
受
給
で
き

る
よ
う
一
歩
前
進
さ
せ
ま
し
た
（
現

在
、
所
得
制
限
が
な
い
の
は
０
歳
の

み
）。
該
当
の
方
に
は
申
請
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
は
郵
送
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

▼
乳
幼
児
医
療
助
成
制
度
の
年
度
が

切
り
替
わ
り
ま
す

　

所
得
制
限
が
あ
る
４
歳
以
降
は
、

　

月
か
ら
平
成　

年
中
の
所
得
と
扶

１０

１５

養
人
数
で
判
定
し
ま
す
。
次
に
該
当

す
る
方
は
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
郵
送
で
の
申
請
を
希
望

さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な

お
、
現
況
届
を
提
出
さ
れ
て
い
る
方

は
、
新
た
に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
（
資
格
該
当
者
に
は
９
月
末

に
医
療
証
を
送
付
）。

﹇
対
象
﹈
�
平
成　

年
４
月
２
日
以

１０

降
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
を
養
育
し

て
い
る
方
�
４
歳
以
上
の
お
子
さ
ん

を
養
育
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、

平
成　

年
中
の
所
得
が
制
限
額
未
満

１５

（
上
表
参
照
）
※
主
た
る
生
計
者
の

所
得
の
み
で
判
定
。
扶
養
親
族
数
は

控
除
対
象
配
偶
者
を
含
む
。
所
得
額

に
は
、
社
会
保
険
料
控
除
相
当
（
一

律
控
除
分
）
８
万
円
が
加
算
済
。
医

療
費
控
除
等
、
各
種
控
除
額
が
あ
る

場
合
は
問
い
合
わ
せ
を﹇
事
前
受
付
﹈

８
月
２
日
�
〜　

日
�
※
９
月
以
降

３１

も
申
請
は
で
き
ま
す
が
、　

月
１
日

１０

か
ら
の
医
療
証
の
発
行
が
遅
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
﹇
必
要
書
類
﹈
�
印

鑑
�
保
険
証
（
お
子
さ
ん
と
、
申
請

者
本
人
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い

る
）
�
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
の

１６

転
入
者
は
、
平
成　

年
度
課
税（
非

１６

課
税
）証
明
書（
合
計
所
得
・
扶
養
人

数
・
控
除
額
の
記
載
さ
れ
た
も
の
。

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
住
ん
で
い

１６

た
区
市
町
村
で
発
行
）﹇
申
請
・
問
合

せ
先
﹈
市
役
所
２
階
子
育
て
課

●４歳以降所得制限額表　　　　　 （単位：万円）

給与収入額所　得　額扶養親族数

６５２．７４６８．００人

６９５．５５０６．０１人

７３７．７５４４．０２人

７８０．０５８２．０３人

８２２．２６２０．０４人

●介護保険料年額（第１号被保険者※６５歳以上の方） （表１）

保険料年額（円）所 得 段 階

１９，８００
第１段階（基準額×０．５）
・老齢福祉年金受給者（市民税非課税）
・生活保護受給者

２９，７００
第２段階（基準額×０．７５）
・市民税世帯非課税

３９，６００
第３段階（基準額）
・市民税本人非課税

４９，５００
第４段階（基準額×１．２５）
・市民税本人課税（前年所得２００万円未満）

５９，４００
第５段階（基準額）
・市民税本人課税（前年所得２００万円以上）

■
第　

回
東
京
都
都
市
計
画
審
議
会

１６６

の
傍
聴
者
募
集

﹇
日
時
﹈　

月　

日
�
午
後
１
時　

１０

２１

３０

分
か
ら
﹇
会
場
﹈
東
京
都
庁
第
１
本

庁
舎
特
別
会
議
室
Ａ
﹇
付
議
予
定
案

件
﹈
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
（
晴

海
地
区
地
区
計
画
）、
東
京
都
市
計

画
道
路
（
都
市
高
速
道
路
中
央
環
状

品
川
線
）﹇
定
員
﹈　

人
※
申
込
多
数

１５

の
場
合
は　

月
７
日
�
に
都
庁
で
公

１０

開
抽
選
﹇
申
込
み
﹈
９
月　

日
�（
必

３０

着
）ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
往
信

用
裏
面
に
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
を
記
入
し
、
〒　

―
８
０
０
１
新

１６３

宿
区
西
新
宿
２
の
８
の
１
東
京
都
都

市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
�　

・
５

０３

３
８
８
・
３
２
２
５
）
へ

 
■
介
護
保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
介
護
保
険
料
（
表
１

１６

参
照
）の
通
知
を　

歳
以
上
の
方
に
、

６５

７
月　

日
に
発
送
し
ま
し
た
。

１５

▼
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

納
入
通
知
書
の
裏
に
記
載
さ
れ
て
い

る
市
内
の
金
融
機
関
の
支
店
等
に
備

え
て
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険
料
納
入

通
知
書
、
登
録
す
る
口
座
名
義
の
通

帳
、
通
帳
の
届
出
印
を
持
参
し
、
金

融
機
関
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
を

　

未
納
分
を
放
置
す
る
と
、
今
後
ご

母子保健健康通信 ※会場は生活・保健センター（すくすくクラブを除く）

９月１日�・８日�・２２日�、２９日�
グループ作り、先輩ママとの交流会、
お風呂の入れ方、妊婦体操・呼吸法（選
択）ほか

４
日
間
コ
ー
ス

ママ・パパクラス
（両親学級）
対象は初妊婦（１６
～２７週）。予約制。
電話で健康課へ申
し込みを。全コー
スの受講をおすす
めします。

栄養・歯科コースのみ
の選択も可能です（栄
養・歯科コースは、１６
週以前の受講もでき
ます）。

８月３０日�または９月２７日�
１０：００～１２：００
（講話・簡単な調理・試食・グループワ
ーク）

栄
養
コ
ー
ス

８月２５日�・２６日�または９月１５日�
・１６日�
１日目９：３０～１１：００　歯科健診
２日目１０：００～１２：００　口の中の衛生について

歯
科
コ
ー
ス

３～４カ月児、１歳６カ月児、３歳児
通知した日時に来場を健 康 診 査

申
し
込
み
不
要
・
直
接
会
場
へ

８月２日�
（会場はもぐさだい児童館）

すくすくクラブ
対象は生後４カ月～
１２カ月の乳児と保護
者。

時間は１０：００～１１：００
３会場から１日

８月９日�
（会場はしんめい児童館）

８月４日�１０：００～１１：３０
概ね平成１６年３月生まれの乳児と保護者

初 
期離乳食教室

電話で健康課へ申
し込みを。

※中期、後期は先
着２５人

８月２４日�１０：００～１１：３０
概ね平成１６年１月生まれの乳児と保護者

中 
期

８月１９日�１０：００～１１：３０
概ね平成１５年１１月生まれの乳児と保護者

後 
期

８月２５日�または３１日�１０：００～１１：３０
平成１４年１０月～１２月生まれの幼児（第１
子）と保護者

幼 児 食 教 室
※先着１０人

※転入された方へ…妊婦、３～４カ月児、６・９カ月児、１歳６カ月児、
３歳児の健康診査を受けてない方は健康課（�５８１－４１１１）へご相談を

は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者
証

を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
負
担
の
割
合
が
変
わ
ら
な

い
方
は
、
現
在
の
受
給
者
証
を
そ
の

ま
ま
お
使
い
く
だ
さ
い
。

▼
２
割
負
担
の
方
は
申
請
に
よ
り
１

割
負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

本
人
及
び
同
じ
世
帯
に
い
る　

歳
７０

以
上
の
方
（　

歳
以
上
で
老
人
医
療

６５

の
障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
方
を
含

む
）
が
一
定
の
所
得
（
個
人
住
民
税

課
税
標
準
額　

万
円
）
以
上
の
世
帯

１２４

の
場
合
に
は
、
２
割
の
負
担
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
平
成　

年
中
の
収
入

１５

額
の
合
計
が
次
の
場
合
は
、
基
準
収

入
額
適
用
申
請
を
さ
れ
る
と
、
一
部

負
担
金
の
割
合
が
１
割
に
な
り
ま

す
。
基
準
収
入
額
未
満
の
場
合
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
基
準
収
入
額
﹈
本
人
及
び
同
じ
世

帯
の　

歳
以
上
の
方
（　

歳
以
上
で

７０

６５

老
人
医
療
の
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
を
含
む
）
が
世
帯
に
２
人
以
上

い
る
場
合
…　

万
円
／
本
人
の
み
の

６３７

場
合
…　

万
円
※
収
入
額
と
は
、
必

４５０

要
経
費
等
を
差
し
引
く
前
の
金
額

で
、
所
得
額
と
は
異
な
り
ま
す
﹇
問

合
せ
先
﹈
高
齢
福
祉
課
医
療
係

■
介
護
保
険
の
新
規
事
業
者
を
紹
介

　

新
し
く
指
定
を
受
け
た
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

﹇
内
容
・
事
業
者
名
﹈
居
宅
介
護
支

援
・
訪
問
介
護
…
居
宅
介
護
支
援
・

訪
問
介
護
事
業
所
い
ど
ば
た
（
程
久

保
８
の　

の　

ヒ
ル
サ
イ
ド
メ
ゾ
ン

１１

１２

高
幡
不
動　

�　

・
７
４
５
７
）、
�

１０３

５９２

コ
ー
ユ
ー
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
多
摩
平

５
の　

の　

・
２
階
�　

・
１
７
５

１６

１７

５８１

５
）﹇
問
合
せ
先
﹈
高
齢
福
祉
課
在
宅

サ
ー
ビ
ス
係

3
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
は

　
　
　

所
得
制
限
が
な
く
な
り
ま
す

乳
幼
児
医
療
助
成
の
申
請
を


